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持分法適用関連会社の異動及び関係会社株式売却損の発生に関するお知らせ 

 

当社の持分法適用関連会社である株式会社河口湖うかい（以下「河口湖うかい」）の異動及び関係

会社株式売却損の発生につきまして、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式譲渡の理由  

事業承継コンサルティングの一環として保有しておりました河口湖うかいの株式において、適切

な売却先が見つかったため、当社が保有する河口湖うかい株式全株を売却することとなりました。 

 

２．譲渡する持分法適用関連会社の概要 

 （１）商号      株式会社河口湖うかい 

 （２）代表者     代表取締役 岩田 正崔 

 （３）所在地     山梨県南都留郡富士河口湖河口 3077 番地の 20 

 （４）設立年月    平成 9年 11 月 25 日 

 （５）主な事業内容  美術館の経営、美術工芸品の展示場の企画運営 

 （６）資本金     150 百万円 

 

３．株式の譲渡先 

（１）商号      キャピタル・アドバイザリー株式会社 

（２）代表者     代表取締役 青木 巌 

（３）所在地     東京都港区南青山 1-1-1 

（４）設立年月    平成 21 年 4 月 10 日 

（５）主な事業内容  不動産投資事業及び関連アドバイザリー事業 

（６）資本金     71 百万円 

 

４．株式譲渡の概要 

 （１）異動前の所有株式数  900 株  （所有割合 30.00％） 

 （２）異動株式数      900 株  （所有割合 30.00％） 

（３）異動後の所有株式数   0 株  （所有割合 0％） 
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５．株式譲渡の日程 

 （１）株式譲渡契約書の締結    平成 23 年 3 月 29 日 

 （２）株式譲渡日         平成 23 年 3 月 29 日 

 

６．今後の見通し 

本取引後、河口湖うかいは当社の持分法適用関連会社より除外されます。なお、当期損益に与える

影響としましては、関係会社株式売却損が連結にて約 35 百万円、個別にて約 30 百万円発生する見込

みです。通期業績予想につきましては、現在精査中であり、詳細が分かり次第すみやかに開示いたし

ます。 

 

以 上 
  


